
 

 

山江村農業委員会総会議事録 

１． 開催日時 令和６年８月９日（金）午前８時５５分から午前９時４０分 

 

２． 開催場所 山江村役場 ２階大会議室 

 

３． 出席委員（１５名） 

     農業委員       ８名 

     推進委員       ７名 

      

 

４． 欠席委員（なし） 

      

５． 議事日程 

  日程１ 開会 

  日程２ 会長挨拶 

  日程３ 諸般事情報告 

  日程４ 議事録署名委員の指名について 

  日程５ 議第２９号 農地法第３条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程６ 議第３０号 農地法第３条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程７ 議第３１号 農地法第３条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程８ 議第３２号 山江村農用地利用集積等促進計画（第４次）に対する意見決定につ

いて 

  日程９ その他 

  日程１０ 今後の行事 

  日程１１ 閉会 

 

６． 農業委員会事務局職員   事務局長  
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７.  会議の概要 

 

事務局長       それではご起立お願いします。一同礼。ご着席ください。 

           山江村農業委員会における農業委員の総数は８名で、本日の出席委員

は８名でございます。山江村農業委員会総会規則第８条の定足数に達し

ておりますので、総会の成立を宣言いたします。それでは只今より令和

６年８月期の農業委員会総会を開会いたします。 

           日程２「会長挨拶」会長がご挨拶を申し上げます。 

 

会長         （会長挨拶） 

 

事務局長       次に、日程３「諸般事情報告」となっております。農業委員、農地利

用最適化推進委員におかれましては、何かございませんでしょうか。 

 

８番農業委員     はい。 

 

事務局長       ○○委員。 

 

８番農業委員     はい。８月２日ですね、多良木の方で人吉球磨の女性ネットワークの

総会がありまして、局長と参加させていただきました。今年、役員改選

ということもありまして、輪番制があるんですけれども、今回の副会長

が下球磨からだったもんですから、私も一度も役員とかした事がなかっ

たので、勉強の為にもさせて下さいということで手を挙げさせていただ

きまして、女性ネットワークの副会長の方をすることになりました。局

長始めですね、いろいろ出事も多くなって迷惑もかけると思いますけど

も引き受けた以上には一生懸命頑張りたいと思っておりますので、報告

をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

事務局長       はい。ありがとうございました。他にございませんか。 

 

          （なしの声） 

 

事務局長       ないようですので、次に進みたいと思います。日程４「議事」に入り

ます。日程４以降につきましては、会長にて議事進行をお願いいたしま

す。 

 

議長         はい。これより、議事に入ります。まず、日程４「議事録署名委員の

指名について」山江村農業委員会総会規則第２０条第２項に規定する議

事録署名委員ですが、議長が会議において指名することとなっておりま

すので、私から指名をさせていただきます。今回の議事録署名委員は 
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６番農業委員、７番農業委員にお願いいたします。 

 

議長         次に日程５、議第２９号「農地法第３条の規定による、許可申請に対

する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いたします。 

 

事務局長       それでは、議第２９号につきまして説明をいたします。総会資料の１

ページをお開きください。議第２９号「農地法第３条の規定による許可

申請に対する意見決定について」農地法第３条の規定による、別紙の許

可申請があったので意見決定のため審議を求める。令和６年８月９日提

出、山江村農業委員会会長。２ページをお開きください。農地法第３条

の規定による所有権移転許可申請の内容でございます。申請者の氏名等

については譲渡人が〇区の方、譲受人も〇区の方でございます。許可を

受けようとする土地の字、地番、地目、面積はご覧のとおりでございま

す。総面積が 1,680㎡でございます。総額は記載のとおりとなっており、

経営計画等の内容等につきましては、記載のとおりとなっております。

３ページから４ページが申請書の写し。５ページから７ページまでに位

置図及び現況写真を添付しております。農地法第３条第２項各号の判断

につきましては、８ページの調査書のとおりとなっております。なお、

現地調査につきましては、譲渡人、譲受人それと担当農業委員と担当推

進委員と共に８月５日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員か

ら補足説明をお願いします。 

 

担当農業委員     それでは、説明いたします。８月５日午前９時から、受け手の方、出

し手の方、事務局長、私と担当推進委員、５名で調査しました。（場所

について説明）。この５ページの地図で上の方は、柿とか栗を植えてお

られて、その下の方に夏の椎茸の原木を伏せてありました。そして、こ

れを伏せた後、この手前の土地でハウスを張って夏の椎茸栽培をすると

いうことでした。これで問題はないかと思います。慎重審議をよろしく

お願いいたします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に立会いを行いました担当推進委員から何か

ありませんでしょうか。 

 

担当推進委員     はい。１つだけ。この譲受人の方がですね、高齢な感じがありますが、

地元の○○農業委員から聞き取った話で、同居の娘さんがおられまして、

一緒に今から耕作されるということでしたので。以上です。 
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議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

議長         はい。６番農業委員。 

 

６番農業委員     ページの３ページなんですが、対価のところで○○としか書いてない

んですけど、これは大丈夫なんでしょうか。 

 

事務局長       これは反あたり○○と書いてありますけれども、２ページのですね別

紙の右側の所に総額という所で○○円で購入されるということになっ

ておりますので申し添えたいと思います。以上です。 

 

議長         よろしいですか。 

 

６番農業委員     はい。 

 

議長         他にございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。それでは質疑・意見ないようですので、採決をいたします。議

第２９号農地法第３条の規定による許可申請に対する意見決定につい

て異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第２９号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程６、議第３０号「農地法第３条の規定による、許可申請に対

する意見決定について」を議題とします。それでは、事務局より議案の

朗読と概要の説明をお願いたします。 
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事務局長       それでは、議第３０号につきまして説明をいたします。総会資料の９

ページをお開きください。議第３０号「農地法第３条の規定による許可

申請に対する意見決定について」農地法第３条の規定による、別紙の許

可申請があったので意見決定のため審議を求める。令和６年８月９日提

出、山江村農業委員会会長。１０ページをお開きください。農地法第３

条の規定によります所有権移転許可申請の内容でございます。申請者の

氏名等につきましては譲渡人が○○の方、譲受人は〇区の方であり、許

可を受けようとする土地の字、地番、地目、面積はご覧のとおりとなっ

ております。総面積が 773㎡でございます。総額は記載のとおりとなっ

ており、経営計画等の内容等につきましては、記載のとおりとなってお

ります。１１ページが申請書の写し。１２ページから１３ページまでに

位置図及び現況写真を添付しております。農地法第３条第２項各号の判

断につきましては、１４ページの調査書のとおりとなっておりますので

ご覧ください。なお、現地調査につきましては、譲受人、それと会長、

担当推進委員と共に８月５日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、私から補足説明

をいたします。８月５日１０時頃より、譲受人、事務局長、担当推進委

員、私の４人で行いました。場所は１２ページの地図、（場所について

説明）。この場所につきましては、以前から譲受人の方が口頭契約で耕

作をされておりました。十数年来、現在は耕作をされておりませんが、

譲渡人の方から購入をしてくれということで、最初は連絡があったよう

ですが、近頃はなかなか連絡がつかずそのままになっていた状態でした。

この頃連絡がつきまして、今回の契約になりました。１３ページの写真

のように、現在は耕作放棄地のような状態になっております。今後は譲

受人の方が、ここを整備して栗等を植えられるそうです。先ほどと一緒

で、譲受人の方は高齢ですが息子さんの方が帰ってきて、栗を栽培され

る予定であります。審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に立会いを行いました担当推進委員から何かありま

せんでしょうか。 

 

担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かありませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 
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           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。それでは質疑・意見ないようですので、採決をいたします。議

第３０号農地法第３条の規定による許可申請に対する意見決定につい

て異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第３０号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程７、議第３１号「農地法第３条の規定による、許可申請に対

する意見決定について」を議題とします。それでは、事務局より議案の

朗読と説明をお願いたします。 

 

事務局長       それでは、議第３１号につきまして説明をいたします。総会資料の１

５ページをお開きください。議第３１号「農地法第３条の規定による許

可申請に対する意見決定について」農地法第３条の規定による、別紙の

許可申請があったので意見決定のため審議を求める。令和６年８月９日

提出、山江村農業委員会会長。１６ページをお開きください。農地法第

３条の規定によります所有権移転許可申請の内容でございます。申請者

の氏名等につきましては譲渡人が○○市の方、譲受人は○○市の方であ

り、許可を受けようとする土地の字、地番、地目、面積はご覧のとおり

となっております。総面積が 1,769㎡でございます。総額は記載のとお

りとなっておりまして、経営計画等の内容等につきましては、記載のと

おりとなっております。１７ページが申請書の写し。それから１８ペー

ジから１９ページに位置図及び現況写真を添付しております。農地法第

３条第２項各号の判断につきましては、２０ページの調査書のとおりと

なっておりますのでご確認ください。なお、現地調査につきましては、

譲受人の方、それから譲渡人の代理の方、それから担当農業委員と担当

推進委員と共に８月５日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員か

ら補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。ご説明いたします。８月５日、午前９時３０分頃より譲受人の
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方２名と譲渡人の代理の方が出席をされております。それと私と担当推

進委員、事務局長立会いのもと確認をいたしております。（場所につい

て説明）。現状は譲渡人の代理の方が耕作をされており、今年度の収穫

まではその方が行うということでございました。その後につきましては、

譲受人の方が作付けを行っていくということで、農業の方も初めてする

ということでしたけれども、現在の代理人の方にですね、手ほどきを受

けながら農業をしていきたいというようなことでございました。現在、

住所は○○市でございますけれども、こちらの方に引っ越してくるとい

うことで伺っております。特に問題はないかと思いますけれども、皆様

方の慎重審議をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長         続きまして、同様に立会いを行いました担当推進委員から何かありま

せんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

事務局長       事務局から補足をさせていただきます。今、担当農業委員の方からで

すね説明がありましたとおりでございますが、将来的に引っ越して来る

というふうに先ほど言われたと思います。というのが、今回、この案件

につきましては空き家バンクを通してと言いますか、ちょうど○○地区

に空き家があります。そこを購入される方がこの農地も買われるという

ようなことになっておりまして、たまたま、空き家のですね購入の中に

農地等についても売りたいというようなことで、農地と家がついたよう

な購入方法ということになっておりまして、一応、農地については３条

の許可申請が必要ということでございますので、今後につきましては先

ほど言われたとおり、山江の○○の方に住まれて近くの農地を、今、耕

作をされてる方の協力を受けながら一緒にやっていくというようなこ

とで申請にはなっておりますので申し添えたいと思います。以上でござ

います。 

 

議長         はい。只今の説明を受けて質問等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 
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議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見ないようですので、それでは採決をいたします。議

第３１号農地法第３条の規定による許可申請に対する意見決定につい

て異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第３１号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程８、議第３２号「山江村農用地利用集積等促進計画（第４次）

に対する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と

説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、議第３２号について説明をいたします。総会資料の２１ペ

ージをお開きください。議第３２号「山江村農用地利用集積等促進計画

（第４次）に対する意見決定について」令和６年山江村農用地利用集積

等促進計画（第４次）を定めることについて、農地中間管理事業の推進

に関する法律第１９条第３項の規定により、山江村長から意見を求めら

れたので、この計画について可否を求める。令和６年８月９日提出、山

江村農業委員会会長。２２ページから２３ページが意見書の写し、それ

から、２４ページが総括表となっております。２５ページの利用権の設

定等状況一覧表をご覧ください。利用権設定が記載されておりますが、

農地中間管理事業（農地バンク）を利用しており、左から賃借権の区分、

貸し手、借り手の氏名が記載されております。貸し手と公社は１０年、

公社と借り手は５年の契約となっております。借り手の経営面積、今回

の利用権を設定する土地の地目、面積等が記載されておりますのでご覧

ください。なお、案件は１件で総面積は 4,851㎡でございます。２６ペ

ージは農地中間管理事業を利用して公社を介した計画一覧となってお

り、筆数、賃料が記載されておりますのでご覧ください。 

           それでは、賃借権の更新設定１件４筆分について説明をいたします。

賃借権の更新設定に係る申請でございます。申請人に関しましては、貸

し手が○○区の方、借り手が農業公社を介して山江村の○○の方でござ

います。総会資料の２７ページは賃借権設定の転貸関係の書類となって

おります。（申請内容について説明）。２８ページから３０ページまでに

地籍図、現況写真を、３１ページに調査書を添付しております。現地調

査につきましては、今回、更新の設定の為でございますが事務局におい
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て確認を行っております。２８ページの場所でございますけれども、（場

所について説明）。水稲栽培がなされておりまして適切に管理されてい

ることを確認しております。以上でございます。 

 

事務局長       事務局から、今回の案件についての内容ではございませんけれども、

一つお知らせをしておきます。今までですね、法人の場合のですね契約

等の審議の中では関係者ということで、○○委員が今までは議事参与の

制限ということで出ていただいておりましたけれども、今年の総会の折

にですね理事の方から組合員になられたということでございましたの

で、組合員の場合はその制限にはかかってきませんので今回からは質疑

の中にもと言いますか、採決の中にもおられるということで、今後はな

ってきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長         はい。その点につきましては皆さんご理解いただいきたいと思います。

それを含めまして、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         それでは、推進委員の方からの、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

更新設定１件４筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手ということで、更新設定１件４筆分については、原案

のとおり決定いたします。 

 

 

議長         次に日程９「その他」となっております。事務局より、報告及び連絡

をお願いいたします。 

 

事務局長       「その他」について説明。 

          〇ホームページ用議事録について 
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          〇活動記録表について 

          〇農地利用状況調査について 

          〇農地利用最適化推進記念大会について 

          〇地域計画地区別説明会について 

          〇農地の情報提供 

 

議長         はい。只今、日程９その他について説明がございましたが、総会が終

わった後でも結構ですので事務局の方に伺っていただきたいと思いま

す。それでは、次に日程１０「今後の行事」に移ります。事務局より説

明をお願いいたします。 

 

事務局長       今後の行事について説明。 

 

議長         はい。それでは、日程１１「閉会」に移ります。 

           以上を持ちまして、農業委員会８月期総会を閉会いたします。どうも

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 8月 9日(金)午前 9時 40分終了 

 

                        議長             

 

                        委員             

 

                        委員             


